
お は よ う ご ざ い ま す 職場での悩み・相談事は郵政労働者ユニオンへ！

メールアドレスは you-mate@s3.dion.ne.jp 携帯からも送れます。送信者の秘密は守ります！

呉支部２月行事予定

9日（火）第 8回呉支部執行委員会

18 時～支部事務所第

17 日（水）第 8回集配分会班長会議

17 時～支部事務所

18 日（木）呉局分会会議

18時～支部事務所

郵郵政政中国地方職場交流会

時 2月 14 日（日）13 時から

所 岡山市勤労者福祉センター

第 1部「講演と職場交流」13 時～16 時

① 講演 稲岡次郎さん（ＮＰＯ法人ゆ

うせい非正規労働センター理事長）

演題 「郵政非正規と労働組合」

② 各地からの職場報告と交流

第 2部「懇親交流」16 時以降 同じ会場

で

＊ 参加希望者は執行部まで

26 日（金）萩原裁判判決公判

13 時～岡山地裁

2 年前の 3 月末、交通事故が多いこと

を理由に、5 年間働いてきた岡山支店を

雇い止めされた、ユウメイト萩原さん解

雇撤回裁判。いよいよ注目の判決公判で

す。

郵
政
４
社
は
ユ
ニ
オ
ン
本
部

に
対
し
て
、
「
短
時
間
勤
務
制
」

の
導
入
を
検
討
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
会
社
の
案

は
次
の
通
り
。

・

対
象
は
、
５
５
歳
以
上
の
正

社
員

・

勤
務
形
態
は
、
１
日
８
時
間

で
、
４
週
１
０
日
勤
務

・

満
５
５
歳
に
達
し
た
日
以

後
の
最
初
の
４
月
１
日
か

ら
切
り
替
え
可
能

・

切
り
替
え
は
、
原
則
と
し
て

本
人
希
望
を
認
め
る
。
但
し
、

切
り
替
え
時
期
は
毎
年
４

月
１
日
で
、
勤
務
場
所
は
会

社
が
指
定
。

・

切
り
替
え
た
社
員
の
役
職

は
「
担
当
者
」

・

給
与
水
準
は
半
額
程
度
、
評

価
を
行
い
昇
給
と
賞
与
に

反
映

・

定
年
は
６
０
歳
と
し
、
そ
の

後
は
高
齢
再
雇
用
社
員
に

採
用
可
能
と
す
る
。

こ
の
制
度
に
よ
る
勤
務
年

数
が
、
退
職
金
の
計
算
に
ど
の

よ
う
に
反
映
さ
れ
る
か
、
等
と

い
っ
た
詳
細
は
不
明
。
し
か
し
、

退
職
後
の
「
雇
用
保
険
失
業
給

付
」
は
「
退
職
前
３
ヶ
月
の
平

均
給
与
」
が
計
算
の
ベ
ー
ス
に

な
る
の
で
、
給
付
額
が
ダ
ウ
ン

す
る
の
は
必
至
。

他
の
会
社
に
は
、「
５
５
歳
で

一
旦
退
職
し
て
、
嘱
託
職
員
と

し
て
再
雇
用
」
と
い
っ
た
制
度

を
導
入
し
て
い
る
会
社
も
あ
る
。

こ
れ
を
模
倣
し
た
も
の
だ
ろ
う

が
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
が
引

き
上
げ
ら
れ
る
中
で
、
高
齢
社

員
の
雇
用
破
壊
を
目
的
に
し
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

切
り
替
え
は
原
則
本
人
希
望

と
し
て
い
る
が
、
過
度
な
営
業

目
標
を
設
定
し
た
り
、
役
職
者

の
責
任
を
重
く
し
た
り
、
労
働

加
重
を
行
う
こ
と
で
、
切
り
替

え
に
誘
導
す
る
事
を
目
論
ん
で

い
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。

郵
政
各
社
は
、
社
員
の
非
正

規
化
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
グ
ル
ー
プ
全
体
で
は
半
数

弱
、
事
業
会
社
で
は
６
割
以
上

が
ユ
ウ
メ
イ
ト
に
な
っ
た
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
正
規
非
正
規

の
最
大
の
違
い
は
、
雇
用
が
安

定
し
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
。

正
社
員
の
中
に
は
、「
正
社
員
で

よ
か
っ
た
」
と
の
気
分
が
あ
る

の
は
間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
会
社
は
甘
く
な
い
。

非
正
規
の
増
加
を
背
景
に
正
社

員
の
雇
用
破
壊
を
目
論
ん
で
い

る
。
手
始
め
に
高
齢
社
員
を
タ

ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
、
と
い
う
と

こ
ろ
だ
ろ
う
。

社
会
で
も
職
場
で
も
、
一
部

の
人
達
の
雇
用
が
破
壊
さ
れ
そ

の
他
の
人
は
安
泰
、
と
い
う
事

は
決
し
て
な
い
。
資
本
・
権
力

は
、
ま
ず
一
部
の
人
に
狙
い
を

定
め
て
攻
撃
し
、
成
功
す
る
と

全
体
に
波
及
さ
れ
る
と
い
う
手

段
を
用
い
る
。
歴
史
の
教
え
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
正
規
非
正
規
の
雇

用
問
題
は
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
で

同
じ
な
の
だ
。
会
社
の
分
断
作

戦
を
見
抜
い
て
、
正
規
非
正
規

は
団
結
し
て
会
社
と
闘
お
う
。

亀
ち
ゃ
ん
、
吠
え
る
！

亀
井
静
香
郵
政
担
当
相

（
国
民
新
党
代
表
）
は
３
日
、

郵
政
民
営
化
見
直
し
後
、
２

０
万
人
超
の
日
本
郵
政
グ
ル

ー
プ
の
非
正
規
雇
用
従
業

員
を
正
社
員
に
す
る
よ
う
同

社
に
求
め
る
考
え
を
国
民

新
党
議
員
と
の
会
合
で
明

ら
か
に
し
た
。  

同
社
の
非
正
規
従
業
員

（
派
遣
社
員
含
む
）
は
約
２
０

万
５
千
人
。
約
２
３
万
１
千

人
の
正
社
員
を
加
え
た
全

従
業
員
の
５
割
弱
を
占
め
る
。

正
社
員
化
は
コ
ス
ト
増
に
も

つ
な
が
り
、
会
社
側
の
反
対

は
必
至
だ
が
、
亀
井
氏
は
記

者
団
を
前
に
、
「
経
営
権
に

ま
で
介
入
す
る
の
か
と
批
判

さ
れ
る
と
思
う
が
、
そ
こ
ま
で

踏
み
込
ん
だ
改
革
を
や
ら
な

く
て
は
い
け
な
い
」
と
強
調
し

た
。  こ

の
記
事
は
、
２
月
３
日
の

「
ア
サ
ヒ
コ
ム
」
に
掲
載
さ
れ

た
も
の
で
す
。
亀
井
氏
は
運
輸

相
時
代
に
も
、
日
航
が
客
室
乗

務
員
に
期
間
契
約
社
員
を
導
入

し
よ
う
と
し
た
際
に
、
こ
れ
に

反
対
し
て
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
た
事

が
あ
る
。 

郵
政
各
社
は
、
依
然
と
し
て

正
社
員
を
減
ら
し
非
正
規
社
員

を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
正
社
員

の
登
用
制
度
も
あ
る
が
、
狭
き

門
と
な
っ
て
い
る
。
非
正
規
の

雇
用
問
題
は
深
刻
で
あ
り
、
こ

の
際
亀
井
氏
に
は
会
社
を
強
力

に
指
導
し
て
も
ら
い
た
い
も
の

だ
。 

   

  

ＮＯ．５１３  

２０１０年 ２月 ９日           

郵 政 労 働 者 ユ ニ オ ン  

呉 支 部 発 行  
アドレス：you-mate@s3.dion.ne.jp 

正社員の新たな雇用破壊施策！ 
 

 

「短時間勤務制」を導入？ 
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ユ
ウ
メ
イ
ト
の 

ス
キ
ル
認
定
始
ま
る 

４
月
か
ら
９
月
の
賃
金
を
決

め
る
ス
キ
ル
認
定
が
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
昨
年
１
０
月
か
ら
３
月
ま

で
の
仕
事
振
り
を
評
価
し
ま

す
。 

 

ユ
ウ
メ
イ
ト
の
賃
金
は
基
本
給

と
加
算
給
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
昨
年
９
月
以
前
の
採
用
の

人
の
場
合
は
、
基
本
給
は
、
外
務

が
１
，
０
０
０
円
。
内
務
は
７
４
０

円
。 

  

加
算
給
は
、
基
礎
評
価
給
（
全

１
０
項
目
○
で
１
０
円
）
と
、
資

格
給
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
決
め
る
の
が
ス
キ
ル
認
定

で
す
。 

 

資
格
給
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
３
段

階
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
習
熟
度

の
「
有
」
「
無
」
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
６
段
階
あ
り
ま
す
。
認
定
基

準
と
支
給
額
は
別
掲
。
郵
便
課

や
業
務
企
画
室
、
運
送
便
の
人

は
別
で
す
。 

  

ス
キ
ル
認
定
は
、
自
己
評
価
の

提
出
に
始
ま
り
、
評
価
者
に
よ

る
３
段
階
の
評
価
を
経
て
、
課
長

か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。

そ
の
際
に
、
対
話
が
行
わ
れ
ま

す
。 

 

現
在
、
苦
情
処
理
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
中
で
会
社
が
明
ら

か
に
し
た
評
価
基
準
は
次
の
通

り
で
す
。 

○ 

営
業
・
誤
配
・
交
通
事
故
な

ど
に
つ
い
て
は
、
資
格
給
の
評
価

に
含
ま
な
い
。 

○ 

全
項
目
が
○
の
場
合
、
「
習

熟
度
有
り
」
と
の
評
価
に
な
る 

○ 

通
区
数
が
最
大
の
評
価
。 

△
が
あ
っ
た
場
合
は
「
習
熟
度
無

し
」
の
評
価 

○ 

レ
点
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い 

場
合
は
、
そ
の
ス
キ
ル
ラ
ン
ク
に

達
し
て
い
な
い
と
の
評
価 

 

評
価
に
異
議
の
あ
る
場
合
は
、

「
苦
情
処
理
」
の
制
度
が
あ
り
ま

す
。
個
人
で
行
う
場
合
は
、
１
５

日
以
内
。
所
属
す
る
労
働
組
合

が
行
う
「
苦
情
処
理
共
同
調
整

会
議
」
に
掛
け
る
場
合
は
、
３
０

日
以
内
で
す
。 

 

 

こ
れ
ま
で
も
、
評
価
が
納
得
出

来
な
い
、
と
い
っ
た
声
が
あ
り
ま

し
た
。
人
が
人
を
評
価
す
る
訳

で
す
か
ら
、
「
絶
対
」
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
恣
意
的
評
価
が
さ

れ
て
い
る
の
で
は
と
思
わ
れ
る
ケ

ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。
仕
事
の
習

熟
が
同
程
度
の
人
と
比
べ
て
下

さ
い
。 

自
己
評
価
シ
ー
ト
の
記
入
の

仕
方
が
解
ら
な
い
人
、
評
価
結

果
に
納
得
出
来
な
い
人
、
苦
情

処
理
に
掛
け
た
い
人
は
、
ユ
ニ
オ
ン

に
相
談
し
て
下
さ
い
。 

 

 

 

外務のスキル認定基準とスキル別支給額 

 配達のみ・団地配達 通配区・混合 集荷 

Ｃ １区通区のみ １区通区 

他の職員の応援が出来る 

職員に同行し集荷ができる 

料金体系が解る 

Ｂ 

 

２区通区 

Ｃランクのスキルを満

たしている 

２区通区 

自ら他の職員の応援が出来る 

苦情申告等の対応が出来る 

Ｃランクのスキル基準を満たしている 

自分で集荷ができる 

Ｃランクのスキル基準を満たしている 

 

Ａ ３区通区 

Ｂランクのスキルを満

たしている 

３区以上通区 

他のユウメイトに指示・指導ができる 

Ｂランクの基準を満たしている 

商品に精通し勧奨できる 

Ｂランクの基準を満たしている 

 スキル別支給額（単位は円） 

スキルレベル Ｃランク Ｂランク Ａランク 

習熟度 無 有  無 有 無 有 

配達のみ ０ 50 60 110 120 180 

通集配・混合５Ｈ以上 ０ 80 140 250 350 550 

同  ５Ｈ未満・団配 ０ 60 90 160 220 320 

集荷 ０ 60 70 130 180 250 

 

内務のスキル別支給額   スルキ認定基準は掲示板に掲載 

スキル別支給額 

スキル Ｃランク Ｂランク Ａランク 

 

習熟度無 有 習熟度無 有 習熟度無 有 

窓口 0 50 60 110 120 180 

計画 0 ４0 50 110 120 180 

その他 0 30 40 80 90 140 

 

 


